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１．多田川圏域の河川整備の目標
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基本的な考え⽅
【治 ⽔】 洪⽔による災害の発⽣及び気候変動による⽔害のリスクの増⼤に対する

被害の防⽌または軽減
【利 ⽔】 かんがい⽤⽔や⽣活⽤⽔等の安定供給及び適切な⽔運⽤
【環 境】 多様な動植物が⽣息・⽣育・繁殖する河川環境の保全、⽔質の保全

良好な景観の保全、⼈と河川の触れ合いの場の確保
【維持管理】 河川が有する多⾯的な機能の維持及び住⺠参加による河川の維持管理や

河川整備の協働作業の推進

計画対象期間

計画対象河川
●⼀級河川鳴瀬川⽔系多⽥川及び主要⽀川の７河川，延⻑約69.7km
(多⽥川、渋川、境堀川、渋井川、名蓋川、⼤江川、⻑堀川)

●計画変更から概ね30年間



（１）多田川圏域の治水・利水面の目標

，

 近年の降⾬実績や資産規模，県管理河川の治⽔安全度の整備⽔準
を考慮し、10年に1回程度起こると予想される洪⽔に対して被害
を防⽌する。

 平成27年関東・東北豪⾬や令和元年東⽇本台⾵等の最近の豪⾬
による浸⽔状況を踏まえ、浸⽔被害が市街地等で発⽣しないよう、
渋井川では、再度災害の防⽌を図っていく。

 超過洪⽔等が発⽣した場合でも氾濫被害を軽減できるよう危機管
理体制の強化，地域防災⼒の強化を図る。
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 関係機関及び地元と連携しながら、適正な⽔利⽤を図りつつ、現
状の⽔量・⽔質の把握を⾏い、必要性の・緊急性に応じて正常な
機能の維持に必要な流量を検討する。

 渇⽔時は、河川パトロール等により情報の収集を⾏い、必要な情
報の提供に努め、調整の円滑化を図る。

 渇⽔等の発⽣時における被害を最⼩限に軽減するため，関係機関
との連携をより強化し，適切な利⽔の調整を図る。
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（３）多田川圏域の環境・維持管理面の目標

 現況河道の線形を基本として瀬・淵等を保全しつつ、外来種の侵
⼊・拡⼤の抑制により地域固有の⽣態系を維持し、重要種の⽣
息・⽣育・繁殖環境に配慮する。

 ⽔質については、流域内の⼟地利⽤状況の変化に留意しつつ、関
係機関や地域住⺠との連携を図りながら、現在の⽔準を維持する。

 周辺の⽔⽥地帯や豊かな⾃然環境と調和した景観に配慮する。
 親⽔性のある川づくりや既存施設の利活⽤⽅策の検討を⾏うとと
もに、地元と調整を取りながら整備を⾏う。
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 河道の維持は「河川維持管理計画（案）」に基づいた堆積⼟砂撤
去、⽀障⽊伐採等を実施し、治⽔安全度の保持に努める。

 河川管理施設については、定期的な点検・修繕を⾏い、中⻑期的
な維持管理・更新に取り組む。

 除草，清掃等については，関係機関や地域住⺠との連携を図りな
がら河川の利⽤に配慮した管理を推進

 住⺠参加による河川の維持管理や河川整備の協働作業を推進

維
持
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２．多田川圏域の災害発生の防止
又は軽減に関する事項
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（１）整備実施区間位置図（多田川）

多田川

HWL 21.200

6.0 68.0 6.0

1
.5

現況地形

計画断面形

横断図

A-A断面：多田川直轄管理境から2,400ｍ
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整備内容

• 漏水対策を兼ねた
堤防の腹付け盛土

1.5



（１）整備実施区間位置図（渋川）

渋川

HWL 21.856

6.0 31.4 6.0

0
.8

現況地形

計画断面形

横断図
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整備内容
• JR陸羽東線下流部における築堤

• 漏水対策を兼ねた堤防の腹付
け盛土

A-A断面：多田川合流点から2,200ｍ

0.8



（１）整備実施区間位置図（渋井川）

渋井川

HWL 20.321

3.0 21.6 3.0
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現況地形

計画断面形

横断図
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整備内容
• 十文字地区の築堤
• 多田川との合流
部に水門および
排水機場の設置

A-A断面：多田川合流点から3,640ｍ

0.6



（１）整備実施区間位置図（名蓋川）

名蓋川
HWL 21.975

6.0 27.9 6.0

0
.7

現況地形

計画断面形

横断図
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整備内容
• 国道347号下流部

における築堤およ
び河道掘削

• 漏水対策を兼ねた
堤防の腹付け盛土

A-A断面：多田川合流点から2,000ｍ

0.6～1.5



（１）整備実施区間位置図（大江川）

大江川
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整備内容

• 塚目地区下流部に
おける捷水路の開
削

横断図

A-A断面：多田川合流点から4,200ｍ



（２）整備計画流量
1/10規模（整備計画流量）
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３．多田川圏域の河川の適正な利用
及び流水の正常な機能の維持に
関する事項
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実施内容（利水）

1)正常流量の確保
多⽥川圏域は、引き続き⽔量、⽔質及び農業⽤⽔等の⽔利⽤状

況の把握、データの蓄積に努める。必要性、緊急性に応じて、流
⽔の正常な機能の維持に必要な流量を検討する。

2)⽔利⽤の合理化
限りある⽔資源の有効利⽤を図るために⽔利⽤状況の把握を⾏

い、必要に応じて⽔利⽤者と連携しながら⽔利⽤の合理化を進め、
より適切な⽔利⽤を図る。

3)渇⽔時の対応
渇⽔時には「渇⽔連絡調整会議」の開催等により、利⽔関係者

間で調整を図りながら、合理的な⽔利⽤となるよう対応する。
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４．多田川圏域の河川環境の
整備と保全に関する事項
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（１）実施内容（動植物）

【動植物の⽣息・⽣育・繁殖環境の保全】
●築堤区間では、施⼯時に低⽔路を改変しないように配慮するとと
もに、堤防のり⾯への在来種緑化により、外来草本類の侵⼊・拡
⼤を防⽌

●河道掘削区間では、瀬・淵等を含めた現況のみお筋を基本に低⽔
路の改変を最⼩化し、⽔際部の保全する等、⽔⽣⽣物の⽣息環境
を早期に回復

●重要種の保全対策として、⿂類の⽣息環境の改変の最⼩化や産卵
期における⼯事の回避を⾏いつつ、⼯事による植物の消失が想定
される場合は改変区域外への移植を検討

多⽥川圏域で確認されている重要種

ヤリタナゴ ドジョウ類 ミクリ
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（２）実施内容（水質）

【⽔質の保全】
●多⽥川流域における⼟地利⽤状況の変化等により、汚濁負荷流⼊
の増加が想定される場合は、⽔質調査により環境基準の達成状況
を把握し、必要に応じて関係機関、地域住⺠と連携しながら、対
応策を検討

●⽔質事故防⽌に向けた住⺠への啓発活動の強化と事故発⽣時の被
害軽減体制を維持するとともに、河川⼯事の際は周辺環境に配慮
し、下流へ濁⽔を流さないための汚濁防⽌措置を検討

環境啓発活動 濁⽔防⽌措置（名蓋川）

土砂流出防止シート
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（３）実施内容（景観）

【良好な景観の保全】
●周辺の⽔⽥地帯や豊かな⾃然環境との調和を図るため、堤防法⾯
への在来種緑化や⽔際部の保全等により、⾥地⾥⼭の⽥園⾵景を
保全

在来植⽣による
緑化イメージ（多⽥川）

チガヤ群落

抽⽔植物による
⽔際部の保全のイメージ（渋川）

ヨシ群落
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（４）実施内容（人と河川とのふれあいの場）

【⼈と河川とのふれあいの場の確保】
●⼈々が河川とふれあえる場を創出するため、⽔⾯へのアクセスが
容易な親⽔性の⾼い川づくりを実施

●既存の親⽔施設（⼤江川捷⽔路の遊⽔地など）の利活⽤⽅策とし
て、⼩中学校を対象とした環境学習の出前講座や川の役割等を教
える場としての活動を実施

環境学習
（例︓砂押川の⽔質調査）

⼤江川捷⽔路の遊⽔地
（ほなみ親⽔公園）

19



５．多田川圏域の河川の維持管理
内容について
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実施内容（維持管理）

【堤防・河道の維持管理】
●河川巡視により，⻲裂や洗掘などの異常箇所の早期発⾒及び補修
●「河川維持管理計画(案)(R2.9)」に基づき，除草，⽀障⽊伐採及
び堆積⼟砂撤去などの実施，河川カルテシステムの構築による河
道管理の⼀元管理

【堤防の強化】
●越流した場合でも堤防が決壊するまでの時間を引き延ばし，避難
までの時間確保のための堤防強化（粘り強い堤防）を実施する。

堤防の除草 21



６．多田川圏域の洪水氾濫に備えた
流域全体での対応について
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（１）実施内容（危機管理体制の整備）

(１)危機管理体制の整備
●出⽔時には河川巡視を⾏い、河川管理施設等が被災した場合には応急復
旧等を実施する。内⽔氾濫が発⽣した場合には、関係機関と連携して被
害の軽減に努める

●⽔質事故への備えとしてオイルフェンスや吸着マット等の備蓄を推進し、
事故発⽣時には関係機関と連携して被害の軽減に努める

●宮城県河川流域情報システム（MIRAI）を活⽤し、リアルタイムの⾬量、
⽔位、カメラ映像、予警報等の情報を提供し、県⺠が迅速かつ円滑な避
難⾏動が⾏えるよう適切に運⽤する

23＜宮城県河川流域情報システム＞ （MIRAI）



（２）実施内容（危機管理体制の強化）（１）
(２）危機管理体制の強化
●きめ細かい⽔位情報を提供するために危機管理型⽔位計や簡易型河川監
視カメラの設置を推進する

●洪⽔浸⽔想定区域図の作成及び公表を⾏う(多⽥川，渋井川は公表済。名
蓋川は作成中)

●⽔防団や関係機関と合同で巡視を実施し、重要⽔防箇所の公表と周知、
⽔防技術講習会・⽔防訓練等への⽀援強化を⾏う
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＜危機管理型⽔位計＞

＜洪⽔浸⽔想定区域図＞

⼤江川

＜簡易型監視カメラ＞
※県内未設置のため,国交省HPより参照



（３）実施内容（内水対策・啓発と普及）

25スマイルサポーターによる清掃活動

(３）内⽔対策
●排⽔機場等の操作規則の⾒直し
●排⽔計画を踏まえた河道断⾯の確保

(４）河川愛護の普及と啓発
●河川愛護の普及と啓発を⾏うため以下の活動を実施。

・⼦供を含めた環境学習
・⽔辺ふれあい活動
・河川清掃、植栽ボランティア

●地域住⺠、スマイルサポーター、河川愛護団体等との協働

「みやぎスマイルリバープログラム」
イメージキャラクター



（４）実施内容（危機管理体制の強化）（２）
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(５)⼤規模氾濫時の減災対策及び流域治⽔への取り組み
●「鳴瀬川・北上川下流等⼤規模氾濫時の減災対策協議会」、
「鳴瀬川⽔系流域治⽔プロジェクト（策定中）」により、関係
機関が連携し、ハード整備・ソフト対策が⼀体となった総合的な
防災・減災対策の強化を⾏う

鳴瀬川⽔系流域治⽔プロジェクト（中間とりまとめ）
＜鳴瀬川・北上川下流等⼤規模氾濫時の減災対策
協議会︓取組⽅針 令和2年7⽉改定＞




